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【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
　 　 【 請 求 項 １ 】 　 第 １ 及 び 第 ２ の 端 子 を 有 す る 負 荷 と ；
　 第 １ の 基 準 の 大 き さ が 第 ２ の 基 準 の 大 き さ よ り も 高 い 、 該 第 １ 及 び 該 第 ２ の 基 準 と ；
　 前 記 基 準 を 前 記 負 荷 に 相 互 接 続 す る 複 数 の 電 気 的 に 制 御 さ れ た ス イ ッ チ と ； 及 び
　 ナ イ キ ス ト 周 波 数 よ り も 高 い 速 度 で 前 記 ス イ ッ チ を 制 御 す る 波 形 発 生 器 と 、 を 備 え 、 そ
れ に よ り 前 記 第 １ の 基 準 が 前 記 負 荷 の 前 記 第 １ の 端 子 に 電 力 の 粗 制 御 の た め に 供 給 さ れ か
つ 前 記 第 ２ の 基 準 が 前 記 負 荷 の 前 記 第 ２ の 端 子 に 電 力 の 微 制 御 の た め に 供 給 さ れ る 、 こ と
を 特 徴 と す る ス イ ッ チ ン グ 増 幅 器 。
　 　 【 請 求 項 ２ 】 　 前 記 ス イ ッ チ が 接 続 さ れ る 前 記 負 荷 の い ず れ か の 側 に 直 列 に 接 続 さ れ
た フ ィ ル タ を 更 に 含 ん で い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の ス イ ッ チ ン グ 増 幅 器 。
　 　 【 請 求 項 ３ 】 　 前 記 基 準 は 、 電 圧 基 準 で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の ス イ
ッ チ ン グ 増 幅 器 。
　 　 【 請 求 項 ４ 】 　 前 記 基 準 は 、 電 流 基 準 で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の ス イ
ッ チ ン グ 増 幅 器 。
　 　 【 請 求 項 ５ 】 　 前 記 基 準 は 、 電 力 基 準 で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の ス イ
ッ チ ン グ 増 幅 器 。
　 　 【 請 求 項 ６ 】 　 前 記 基 準 は 、 静 的 で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の ス イ ッ チ
ン グ 増 幅 器 。
　 　 【 請 求 項 ７ 】 　 前 記 基 準 は 、 動 的 で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の ス イ ッ チ
ン グ 増 幅 器 。
　 　 【 請 求 項 ８ 】 　 前 記 第 １ の 電 圧 基 準 は 、 ２ の ベ キ で あ る フ ァ ク タ だ け 前 記 第 ２ の 電 圧
基 準 よ り 高 い こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の ス イ ッ チ ン グ 増 幅 器 。
　 　 【 請 求 項 ９ 】 　 接 地 に 前 記 負 荷 の い ず れ か の 側 で 直 列 に 接 続 さ れ た 電 気 的 に 制 御 さ れ
た ス イ ッ チ を 更 に 含 ん で い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の ス イ ッ チ ン グ 増 幅 器 。
　 　 【 請 求 項 １ ０ 】 　 い ず れ か の 側 に 直 列 に 接 続 さ れ た フ ィ ル タ を 有 す る 負 荷 と ；
　 そ れ ぞ れ が 異 な る 大 き さ の 、 複 数 の 基 準 と ；
　 両 方 の フ ィ ル タ を 通 し て 各 基 準 を 前 記 負 荷 に 相 互 接 続 す る 複 数 の 電 気 的 に 制 御 さ れ た ス
イ ッ チ と ；
　 入 力 と ； 及 び



　 前 記 フ ィ ル タ を 通 し て 前 記 負 荷 の 両 側 へ の エ ネ ル ギ ー の 粗 及 び 微 制 御 の た め に 前 記 ス イ
ッ チ を 動 作 す る 複 数 の パ ル ス 符 号 変 調 信 号 に 前 記 入 力 を 変 換 す る た め の 回 路 と 、
を 備 え て い る こ と を 特 徴 と す る ス イ ッ チ ン グ 増 幅 器 。
　 　 【 請 求 項 １ １ 】 　 前 記 基 準 は 、 電 圧 、 電 流 又 は 電 力 基 準 で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求
項 １ ０ に 記 載 の ス イ ッ チ ン グ 増 幅 器 。
　 　 【 請 求 項 １ ２ 】 　 前 記 基 準 は 、 静 的 で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ０ に 記 載 の ス イ
ッ チ ン グ 増 幅 器 。
　 　 【 請 求 項 １ ３ 】 　 前 記 基 準 は 、 動 的 で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ０ に 記 載 の ス イ
ッ チ ン グ 増 幅 器 。
　 　 【 請 求 項 １ ４ 】 　 前 記 第 １ の 電 圧 基 準 は 、 ２ の ベ キ で あ る フ ァ ク タ だ け 前 記 第 ２ の 電
圧 基 準 よ り 高 い こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ０ に 記 載 の ス イ ッ チ ン グ 増 幅 器 。
　 　 【 請 求 項 １ ５ 】 　 接 地 に 前 記 負 荷 の い ず れ か の 側 で 直 列 に 接 続 さ れ た 電 気 的 に 制 御 さ
れ た ス イ ッ チ を 更 に 含 ん で い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ０ に 記 載 の ス イ ッ チ ン グ 増 幅 器
。
　 　 【 請 求 項 １ ６ 】 　 フ ィ ル タ さ れ た 負 荷 と ；
　 第 １ の 基 準 の 電 圧 が 第 ２ の 基 準 の 電 圧 よ り も 高 い 、 該 第 １ 及 び 該 第 ２ の 電 圧 基 準 と ；
　 一 つ が 直 列 に 前 記 フ ィ ル タ さ れ た 負 荷 の 各 側 に 接 続 さ れ 、 各 ス イ ッ チ の 他 の 側 が 前 記 第
１ の 電 圧 基 準 に 接 続 さ れ る 、 電 気 的 に 制 御 さ れ た 第 １ の ペ ア の ス イ ッ チ と ；
　 一 つ が 直 列 に 前 記 フ ィ ル タ さ れ た 負 荷 の 各 側 に 接 続 さ れ 、 各 ス イ ッ チ の 他 の 側 が 前 記 第
２ の 電 圧 基 準 に 接 続 さ れ る 、 電 気 的 に 制 御 さ れ た 第 ２ の ペ ア の ス イ ッ チ と ；
　 一 つ が 直 列 に 前 記 フ ィ ル タ さ れ た 負 荷 の 各 側 に 接 続 さ れ 、 各 ス イ ッ チ の 他 の 側 が 接 地 へ
の パ ス を 形 成 す る 、 電 気 的 に 制 御 さ れ た 第 ３ の ペ ア の ス イ ッ チ と ；
　 パ ル ス 符 号 変 調 さ れ た 入 力 信 号 に 従 っ て 各 ス イ ッ チ を 制 御 す る 波 形 発 生 器 と 、 を 備 え て
い る こ と を 特 徴 と す る ス イ ッ チ ン グ 増 幅 器 。
　 　 【 請 求 項 １ ７ 】 　 前 記 入 力 信 号 は 、 オ ー デ ィ オ 信 号 で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １
６ に 記 載 の ス イ ッ チ ン グ 増 幅 器 。
　 　 【 請 求 項 １ ８ 】 　 前 記 波 形 発 生 器 は 、 前 記 変 調 さ れ た 入 力 信 号 の 関 数 と し て 前 記 第 １
の 基 準 が 前 記 負 荷 へ の 電 力 の 粗 制 御 の た め に 供 給 さ れ か つ 前 記 第 ２ の 基 準 が 前 記 負 荷 へ の
電 力 の 微 制 御 の た め に 供 給 さ れ る よ う に 各 ス イ ッ チ を 制 御 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １
６ に 記 載 の ス イ ッ チ ン グ 増 幅 器 。
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